
資料 HB-1

災害発生からセンター運営・閉所までのフロー図

24

時

間

以

内

災害発生

■各地域防災拠点及び施設の被災状況報告

■地区社協、福祉施設、ボラ G 等からの状

況報告
■その他関係機関からの状況報告

■泉区災害対策本部設置

災害ボランティアセンター設置の判断

「泉区災害対策本部」から区社協、災ボラ連への要請に基づき設置。

72

時

間

以

内

設置する場合 設置しない場合

周知・広報活動

■今後の対応を含め電話・FAX・ホームページ等

で関係者や一般へ周知を図る。

設置内容の確認

■設置場所、ボラ募集範囲、

運営開始日等

広報活動

■関係機関、住民一般へ電話・FAX・

ホームページ等で周知を図る。

ニーズ受付・ボラ募集等情報提供

センター事務所の設置

■社協職員、災ボラメンバー

等で

運営スタッフへ設置連絡

■社協職員、災ボラメンバー

等へ

災害ボランティアセンター運営開始

■設置期間は概ね１ヶ月程度。縮小及び閉所時期（通常のボラセン業務に移行）につ

いては、ボランティア活動要請状況等に応じて検討しながら決定する。

１
ヶ
月
間

閉所・通常のボラセン業務で対応

参集可能な区社協職員、災ボラ連メンバーは泉区社協に集合


